
 

株券等保管振替制度における損失補填制度の整備に伴う 

業務規程等の一部改正について（案） 

 

 

１．改正趣旨 

 現行の株券等の保管振替制度における損失補填制度につき、当機構の預託

株券に不足が発生した場合において、その原因が参加者にあるときは、まず

当該有責参加者による損失補填が行われることになっているが、当該有責参

加者が倒産するなど、当該有責参加者による損失補填が完全になされなかっ

た場合又は不可抗力等どの参加者にも責任がないときには、当機構及び顧客

口座簿を有する参加者が無過失連帯責任により損失補填を行うことになって

いる（保振法第 25 条並びに業務規程第 63 条及び第 64 条等）。 

しかし、具体的な連帯補填方法が整備されておらず、また、先の国会にお

いて株券不発行制度創設の法案が可決・成立し、株券不発行制度の下では、

現在の社債等振替法と同様の損失補填制度の構築が検討されることとなるが、

当機構としては、現行の株券等の保管振替制度における具体的な連帯補填方

法についても整備しておくことが望ましいと考えられることから、その損失

補填方法等につき取扱いを定めることとする。 

 

 

２．改正概要 

（１）参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん 

  事故発生日に顧客口座簿を有する参加者は、有責参加者及

び当機構の剰余金等による補てんによってもなお補てんがさ

れない場合は、①一律に定額を負担する第一次補てんに係る

金銭（ただし、200 万円を超えない額とする。）及び②預託株

券の株式の数に応じて負担する第二次補てんに係る金銭によ

り、補てんを行うものとする。 

 

（２）取締役会が定める限度額 

  （１）における参加者が行う補てんに先立ち当機構が行う

補てんのうち、当機構が定める取締役会の定める限度は、剰

余金相当額とし、その限度額のうち、その都度、取締役会が

定める額により補てんすることとする。 

 

（備考） 

 

業務規程 

第 64 条・ 

 施行規則 

 第 40 条の 4

 

 

 

 

施行規則 

第 40 条の 3

 

 

 

３．施行日 

 平成 16 年 月 日から施行し、同日を事故発生日とする預託株券等の不足

の補てんから適用する。 

 

以  上 

別添 1 



 

業務規程の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん）

第 64 条 顧客口座簿を作成し、これを備える参加

者（第 61 条及び第 62 条に規定する場合において、

参加者による株券の補てん又は差替えがされな

いことが明らかになったときの当該参加者を除

く。）は、前条によってもなお株券の補てんがさ

れない場合は、連帯してこれを補てんしなければ

ならない。 

２ 前項の規定により連帯して補てんを行う参加

者は、預託株券の不足が発生した日（預託株券の

不足が発生した日が不明なときは、当該不足が発

生したことを機構その他の者が知った日のうち、

最も早い日。以下「事故発生日」という。）にお

いて参加者であった者（以下この条において単に

「参加者」という。）とする。 

３ 参加者は、一律に定額を負担する補てん（以下

「第一次補てん」という。）に係る金銭を支払い、

第一次補てんによってもなお株券の補てんがさ

れないときは、預託株券の株式の数に応じて負担

する補てん（以下「第二次補てん」という。）に

係る金銭を支払うことにより、補てんを行うもの

とし、それらの具体的な金額の算出方法及び支払

方法その他の補てんの方法については、規則で定

める。 

４ 機構は、前項の規定により参加者が支払った金

銭を、預託株券の不足の補てんに充当する。 

５ 参加者は、参加者でなくなった後も 5年を経過

するまでの間、前各項の規定による補てんの責任

を負う。 

（参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん）

第 64 条 顧客口座簿を作成し、これを備える参加

者は、前条によってもなお株券の補てんがされな

い場合は、連帯してこれを補てんしなければなら

ない。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２ 前項の参加者は、参加者でなくなった後も 5年

を経過するまでの間、同項の規定による補てんの

責任を負う。 

  

附   則 

この改正規定は、平成 年 月 日から施行し、

同日を事故発生日とする預託株券、預託新株予約権

付社債券、預託投資証券、預託優先出資証券及び預

託受益証券の不足の補てんから適用する。 

 

  

 



 

業務規程第 45 条第 3項及び第 63 条第 3項に関する取締役会決議 

 

 

１．業務規程第 45 条第 3 項及び第 63 条第 3 項に規定する機構が行う株券の補てんの限度

は、機構の剰余金相当額とする。 

（本件は、平成１５年１０月２４日の取締役会で決議済み） 

 

２．前１．の機構の剰余金相当額は、別に規則で定めるものとする。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（補てん方法等の準用） 

第 33 条の 2 第 40 条の 3 の規定は、預託前株券等

のうち、株券の不足の補てんの場合に準用する。

この場合において、「規程第 63 条第 3項」とある

のは「規程第 45 条第 3 項」と読み替えるものと

する。 

 

（新設） 

  

（取締役会が定める限度による補てん） 

第 40 条の 3 規程第 63 条第 3 項に規定する取締役

会の定める限度は、機構の剰余金相当額とする。

２ 前項の機構の剰余金相当額は、事故発生日の属

する機構の事業年度の直前事業年度（以下この項

において「前期」という。）の末日における純資

産額（前期に関する定時総会において定めた利益

処分又は損失処理後の額とする。）から、前期の

末日における資本金、資本準備金及び利益準備金

（前期に関する定時総会において定めた利益処

分又は損失処理後の額とする。）を差し引いた額

をいう。 

３ 機構は、前項に規定する機構の剰余金相当額を

限度として、その都度、取締役会が定める額によ

り、規程第 63 条第 3 項の規定による株券の補て

んをする。 

 

（新設） 

  

（参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん）

第 40 条の 4 規程第 64 条第 2 項に規定する参加者

（以下この条において単に「参加者」という。）

が行う預託株券の不足の補てんは、次に定めると

ころにより行うものとする。 

 (1) 第一次補てん 

  参加者が行う預託株券の不足の補てんに係る

補てん総額（以下この条において「参加者補てん

総額」という。）を規程第 64 条第 2項の規定によ

り連帯して補てんを行う参加者の数で除して得

た額（1 円に満たない端数が生じた場合は、切り

上げた額）とする。ただし、その額は参加者ごと

に 200 万円を超えないものとする。 

 

（新設） 

 



 

 (2) 第二次補てん 

  次の算式により算出された金額（1 円に満たな

い端数が生じた場合は、切り上げた額）とする。

  参加者ごとの補てん額 ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …(a)

 

 

 

 

 

× 

 

２ 機構は、前項第 1号に規定する算式により参加

者ごとの第一次補てんに係る金額を算出し、当該

各参加者に通知する。 

３ 参加者は、前項の規定により機構から金額を通

知された第一次補てんに係る金銭を、機構が定め

る日までに、機構に対し支払うものとする。 

４ 機構は、第 2項に規定する通知を行った参加者

から第一次補てんに係る金銭の支払いを確認で

きた場合であって、なお参加者補てん総額の全額

の補てんが終了しないときは、遅滞なく第 1項第

2 号の算式により参加者ごとの第二次補てんに係

る金額を算出し、当該各参加者に通知する。 

５ 参加者は、前項の規定により機構から金額を通

知された第二次補てんに係る金銭を、機構が定め

る日までに、機構に対し支払うものとする。 

６ 前項の場合において、法律の規定に基づく破

産、民事再生手続、会社更生手続又は整理等の申

立てがなされ、当該金銭を支払えないと認められ

事故発生日における預託

株券の銘柄につき、参加

者ごとの事故発生日から

起算して直前 1 年間の預

託株券の株式の数（商法

第 221 条第 1 項に規定す

る一単元の株式の数が、

1,000株以外の場合には、

当該銘柄の預託株券の株

式の数に 1,000 を乗じて

当該一単元の株式の数で

除して得た株式の数、一

単元の株式の数を定めて

いない銘柄については当

該銘柄の預託株券の株式

の数に 1,000 を乗じて得

た株式の数）の総数 

当該期間の機構の営業

日数（休業日以外の日数

をいう。事故発生日から

起算して直前1年間にお

いて参加者口座を開設

した参加者は、当該参加

者口座開設日から事故

発生日までの間の機構

の営業日数） 

(a)の合計 

参加者補

てん総額

－前号の

規定によ

り支払わ

れた第一

次補てん

に係る金

銭の総額 



 

る一の参加者（以下この項において「破綻参加者」

という。）があったときは、機構は、当該破綻参

加者が支払うべき金銭（当該破綻参加者が実際に

支払った金銭を除く。）を、破綻参加者以外の参

加者が支払う第二次補てんに係る金銭の総額に

加え、その合計額を基に第 1項第 2号に規定する

算式により破綻参加者以外の参加者ごとの第二

次補てんに係る金額を算出し、前項に規定する金

額を差し引いた額を破綻参加者以外の参加者に

通知し、当該参加者は、当該通知に係る金銭を、

機構が定める日までに、機構に対し支払うものと

する。 

  

（準用規定） 

第75条  新株予約権付社債券について規程第88条

第1項の規定により規程第4章第1節の規定を準

用する。この場合において「公募又は売出し」と

あるのは「公募」と、「預託前株券等」とあるの

は「準備新株予約権付社債券」と、「募集又は売

出し」とあるのは「募集」と、「預託株券の株式

の数」とあるのは「預託券面の総額」と読み替え

るほか、次の表の左欄に掲げる規定の規定中の字

句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の

右欄の字句と読み替えるものとする。 

（準用規定） 

第 75条  新株予約権付社債券について規程第 88条

第 1項の規定により規程第 4章第 1節の規定を準

用する。この場合において「公募又は売出し」と

あるのは「公募」と、「預託前株券等」とあるの

は「準備新株予約権付社債券」と、「募集又は売

出し」とあるのは「募集」と読み替えるほか、次

の表の左欄に掲げる規定の規定中の字句で同表

の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字

句と読み替えるものとする。 

 

読み替える規定 
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

 

読み替える規定
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

  

附   則 

この改正規定は、平成 年 月 日から施行し、

同日を事故発生日とする預託株券、預託新株予約権

付社債券、預託投資証券、預託優先出資証券及び預

託受益証券の不足の補てんから適用する。 

 

  

 



 

株券等保管振替制度における損失補填制度の整備に関する要綱案 
 

 

Ⅰ．改正の概要 

 
現行の株券等の保管振替制度における損失補填制度では、当機構の預託株券に不足が発生した場合において、その原因が参加者にあるときは当該

有責参加者による損失補填が行われる。しかし、当該有責参加者が倒産するなど当該有責参加者による損失補填が完全になされなかったとき又は不

可抗力等どの参加者にも責任がないときには、無過失連帯責任により、まず当機構による損失補填が保険金及び取締役会が定める限度により行われ、

それでもなお補填すべき損失があれば、顧客口座簿を有する参加者による損失補填が行われることになっている（保振法第 25 条、業務規程第 63 条

等）。 

  しかし、具体的な連帯補填方法が整備されておらず、また、先の国会において株券不発行制度創設の法案が可決・成立し、株券不発行制度の下で

は、現在の社債等振替法と同様の損失補填制度が構築されることとなるが、現行の株券等の保管振替制度における具体的な連帯補填方法についても

整備しておくことが望ましいと考えられ、その損失補填方法等につき取扱いを定めることとする。 
 

 

Ⅱ．改正の内容 

項 目 概 要 備 考 

１．保険金について 

（業務規程第 63 条第 2項） 

 

・ 保険会社と損害保険契約を締結し、その損害保険契約に基づく保険金により補填をする

（現行どおり）。 
 

 

２．取締役会が定める限度額

の定め等について 

（業務規程第 63 条第 3項） 

（施行規則第 40 条の 3） 

・ 当機構は、保険金による損失補填によってもなお補填すべき損失がある場合は、取締役

会が定める限度において補填をする（現行どおり）。 
・ 取締役会の定める限度は、機構の剰余金相当額とする。 
・ 機構の剰余金相当額は、預託株券の不足が発生した日（以下「事故発生日」という。）の

属する事業年度の直前事業年度の末日における純資産額（直前事業年度に関する定時総会

において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。）から資本金及び法定準備金の総額を

差し引いた額とし、その限度額のうち、その都度、取締役会が定める額により補填するこ

ととする。 
 

 

 

・ 業務規程第 45 条第 3 項

及び第 63 条第 3 項に関す

る取締役会決議 

３．顧客口座簿を有する参

加者の連帯補填について 

（業務規程第 64 条） 

 

・ 顧客口座簿を有する参加者全員により一律の負担をする第一次損失分担ルールをまず設

け、次に、応益負担による第二次損失分担ルールを設けることとする。 

 

 

参考 1 



(1) 第一次損失分担ルール 
（施行規則第 40 条の 4） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 第二次損失分担ルール 
 （施行規則第 40 条の 4） 

 

 

・ 事故発生日に顧客口座簿を有する参加者は、有責参加者及び当機構による損失補填によ

ってもなお補填すべき損失（以下「参加者補填総額」という。）がある場合には、一定額を

当機構に支払うものとする。このルールは、顧客口座簿を有する参加者が事故発生に係る

有価証券を取り扱っていない場合にも適用する。 

・ 一定額は、参加者補填総額を、顧客口座簿を有する参加者数で除して得た額とし、200 万

円を上限とする。このルールにより損失補填が完了する場合には、第二次損失分担ルール

は適用しない。 

・ 当機構は、当該金銭を損失補填に充当するものとする。 

 

・ 第一次損失分担ルールによってもなお補填すべき損失がある場合には、顧客口座簿を有

する参加者は、当機構が取り扱う有価証券ごとに、当機構に対し、次に定める計算式によ

り得られる金額を支払うものとする。 

（計算式） 

（参加者補填総額－第一次損失分担ルールにより拠出される総額） 

×平均個別預託残高(注)／平均個別預託残高の合計額 

 
(注)「平均個別預託残高」とは、顧客口座簿を有する参加者につき、事故発生日から遡って直近 1 年間

の預託残高の合計を当該期間の当機構の営業日数（参加者口座開設後1年を経過していない参加者は、

当該参加者口座開設日から事故発生日までの間の当機構の営業日数）で除して得た数をいう。 

 
・ 当機構は、当該金銭を損失補填に充当するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 法律の規定に基づく破綻

参加者があったときは、当

該破綻参加者が支払うべ

き金銭（実際に支払った金

銭を除く。）を破綻参加者

以外の参加者が支払う第

二次損失の総額に加え、そ

の合計額を基に再計算し、

その追加額を破綻参加者

以外の参加者に通知し、当

該参加者が支払うものと

する。 

４．連帯補填の責任期間に

ついて 
（業務規程第 64 条第 5項） 
 

・ 事故発生日に顧客口座簿を有する参加者であった者は、参加者でなくなった後も 5 年を

経過するまでの間、連帯補填の責任を負う（現行どおり）。 

・ 保振法第 25 条第 2 項参

照 

 

５．求償権について 

（業務規程第 65 条） 
 

・ 当機構及び顧客口座簿を有する参加者は、預託株券の不足による損失補填を行った場合

において、その不足の責めに任ずべき者に対して求償するものとする（現行どおり）。 
 

・ 保振法第 25 条第 1 項た

だし書参照 

 

６．株券以外の当機構が取

り扱う有価証券への適用

について 
（施行規則第 75 条等） 

・ 株券以外の当機構が取り扱う有価証券（新株予約権付社債券・投資証券・優先出資証券・

受益証券）の不足が発生した場合は、株券の場合に準じて、第一次損失分担ルール及び第

二次損失分担ルールを適用する。 

・ 第二次損失分担ルールにおける平均個別預託残高は、当該不足が発生した有価証券に限

って算定するものとし、当該有価証券の事故発生日から遡って直近 1 年間の預託残高（新

株予約権付社債券の場合は預託券面の総額）の合計を当該期間の当機構の営業日数（参加

者口座開設後 1 年を経過していない参加者は、当該参加者口座開設日から事故発生日まで

の間の当機構の営業日数）で除して得た数（新株予約権付社債券の場合は、金額）とする。 

 

 

 

・ 不足が発生していない他

の有価証券の預託残高は

算定対象としない。 

 



 

７．その他 ・ 用語の整理等、その他所要の改正を行う。 

 

 

 
 
Ⅲ．施行日 
 平成 16 年 月 日から施行し、同日を事故発生日とする損失補填から適用する。 

 

以  上 



例：連帯補填額
200億円

第一次分担
（１社200万円：

機構の取締役会 総額約5億円）
で定める限度額
（19億2,429万円を限度）

第二次分担
（預託残高による
按分）

保険金支払
限度額
100億円

Ｂ Ｂ

注１． 有責参加者が補填を行ってもなお補填すべき
額が200億円ある場合を想定（ＡからＥまでの計）

は今後、規則等において
保険免責金額 決めるべき金額又は事項
1億円 注２． 有責参加者への求償権－
（機構負担） 機構はＡ＋Ｃの金額、顧客口座簿を有する

参加者はＤ＋Ｅに相当する金額のうち当該自社に
割り当てられた金額を求償することができる。

Ａ Ａ 注３． 機構が有責の場合の機構への求償権－
顧客口座簿を有する参加者はＤ＋Ｅに相当する

自社補填 金額のうち当該自社に割り当てられた金額を
求償することができる。

Ｃ

ＤＤ

Ｅ Ｅ

＜自社補填＞

新 た な 損 失 補 填 制 度 の 基 本 ス キ ー ム

＜機　構　が　行　う　補　填＞
＜顧客口座簿を有する

＜連　帯　補　填＞

Ｃ

参加者が行う補填＞

参考 2



 

新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使に伴う自己株式の 

   みなし預託に関する業務規程等の一部改正について（案） 

 

 

 

１．改正趣旨 

新株予約権付社債券の新株予約権に係る行使に対する発行会社等からの自

己株式（いわゆる金庫株）を「みなし預託」したいとする要望を踏まえ、「新

たに発行された株式」とともに「会社から移転された株式」がみなし預託で

きることとなっている保振法第 22 条第 1 項第 2 号の規定に基づく事務スキー

ムを新たに構築することとし、関連規定の所要の整備を行うこととする。 

 

 

２．改正概要 

（１）別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使 

   社債権者の指図によって、機構において社債権者のた

めに混蔵保管から離脱させ、別途保管された新株予約権

付社債券（以下「別途保管新株予約権付社債券」という。）

に係る新株予約権の行使については、保振法第 22 条第

1 項第 2 号の規定に基づき、「新たに発行された株式」

及び「会社から移転された株式」をみなし預託により充

当できることとし、所要の手当を行うものとする。 

（２）単元未満株式の買取請求 

   上記の対応と併せて、別途保管新株予約権付社債券に

係る新株予約権の行使に伴い生じる単元未満株式の買

取請求についても所要の手当てを行うものとする。 

（備考） 

 

業務規程第 92 条

の 2 

施行規則第 83 条

の 2 

 

 

 

 

業務規程第 93 条

の 2 

施行規則第 87 条

の 2・第 88 条 

 

 

３．施行日 

 平成 16 年 月 日から施行し、同日以降の新株予約権付社債券に係る新株

予約権の行使請求分から適用する。 

 

以 上 

別添 2 



 

業務規程の一部改正新旧対照表(案) 

 

新 旧 

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使） 

第 92 条 （略） 

2 参加者は、顧客からの新株予約権の行使の申出

を機構に取り次ぐ場合は、機構に対し、その新

株予約権の行使により新たに発行される株式の

実質株主となるべき者の氏名及び住所を報告し

なければならない。この場合において、参加者

は、当該顧客（施行規則第 11 条において準用す

る施行規則第 10条第 2項に規定する場合におい

て、当該顧客から他の者が実質株主となるべき

者である旨の申出があったときは、当該他の者）

を実質株主となるべき者として報告しなければ

ならない。 

3 機構は、第１項の規定により新株予約権の行使

をする場合は、会社に対し、参加者が自己分と

して預託することとなるべき株券の株式につい

ては当該参加者（施行規則第 11 条において準用

する施行規則第 10条第 1項に規定する場合にお

いて、当該参加者から他の者が実質株主となる

べき者である旨の申出があったときは、当該他

の者）を、参加者が顧客預託分として預託する

こととなるべき株券の株式については前項の規

定により参加者から報告を受けた者を、実質株

主となるべき者として通知する。 

4・5 （略） 

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使） 

第 92 条 （略） 

2 参加者は、顧客からの新株予約権の行使の申出

を機構に取り次ぐ場合は、機構に対し、その新

株予約権の行使により新たに発行される株式の

実質株主となるべき者の氏名及び住所を報告し

なければならない。この場合において、参加者

は、当該顧客（施行規則第 10 条第 2項に規定す

る場合において、当該顧客から他の者が実質株

主となるべき者である旨の申出があったとき

は、当該他の者）を実質株主となるべき者とし

て報告しなければならない。 

 

3 機構は、第１項の規定により新株予約権の行使

をする場合は、会社に対し、参加者が自己分と

して預託することとなるべき株券の株式につい

ては当該参加者（施行規則第 10 条第 1項に規定

する場合において、当該参加者から他の者が実

質株主となるべき者である旨の申出があったと

きは、当該他の者）を、参加者が顧客預託分と

して預託することとなるべき株券の株式につい

ては前項の規定により参加者から報告を受けた

者を、実質株主となるべき者として通知する。 

 

4・5 （略） 

  

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使） 

第 92 条の 2 機構は、預託新株予約権付社債券に

ついて、法第 22 条第 1項第 2号による、参加者

又は参加者を経由した顧客からの新株予約権の

行使の申出を受けた場合は、参加者又は顧客の

指図に基づき、当該新株予約権付社債券を混蔵

保管から離脱させ、当該参加者又は当該顧客の

ために、遅滞なく、別途保管する。 

2 機構は、前項の規定により別途保管した新株予

 

 

（新設） 



 

約権付社債券（以下「別途保管新株予約権付社

債券」という。）について、遅滞なく、会社に対

し、その新株予約権の行使をする。 

3 前条第 2項から第 4項までの規定は、前項の規

定に基づいて新株予約権の行使をする場合につ

いて準用する。この場合において、同条第 2 項

中「新たに発行される株式」とあるのは「新た

に発行される株式又は会社から移転される株

式」と、同条第 4 項中「新たに株式が発行され

た場合」とあるのは「新たに株式が発行された

場合又は会社から株式が移転された場合」と読

み替えるものとする。 

4 前 3 項に定めるもののほか、別途保管新株予約

権付社債券に係る新株予約権の行使に関し必要

な事項は、規則で定める。 

  

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使に伴う単元未満株式の買取請求） 

第 93 条 （略） 

2  (略) 

3 機構は、会社に第 1項の規定により請求を取り

次いだ後、第 92 条第 4項において準用する第 40

条第 1 項に規定する会社からの通知を受領した

場合は、その旨を参加者に通知し、当該請求に係

る参加者口座簿に所要の記載をする。 

4・5 （略） 

（単元未満株式の買取請求） 

 

第 93 条 （略） 

2  (略) 

3 機構は、会社に第 1項の規定により請求を取り

次いだ後、前条第 4項において準用する第 40 条

第 1 項に規定する会社からの通知を受領した場

合は、その旨を参加者に通知し、当該請求に係

る参加者口座簿に所要の記載をする。 

4・5 （略） 

  

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使に伴う単元未満株式の買取請求） 

第 93 条の 2 機構は、参加者又は顧客が別途保管

新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使と

同時に当該新株予約権の行使により生じる単元

未満株式の買取請求を行う場合は、これを会社

に取り次ぐものとする。 

2 前条第 2項から第 4項までの規定は、別途保管

新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使と

同時に当該新株予約権の行使により生じる単元

未満株式の買取請求を会社に取り次ぐ場合につ

いて準用する。この場合において、同条第 2 項

中「預託新株予約権付社債券」とあるのは「別

 

 

（新設） 



 

途保管新株予約権付社債券」と、「新たな株式が

発行されたとき」とあるのは「新たな株式が発

行されたとき又は会社から株式が移転されたと

き」と読み替えるものとする。 

3 前 2 項に定めるもののほか、別途保管新株予約

権付社債券に係る新株予約権の行使と同時に行

う当該新株予約権の行使により生じる単元未満

株式の買取請求に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

  

附   則 

この改正規定は、平成 年 月 日から施行し、

同日以降の新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使請求分から適用する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使の取次ぎ） 

第 83 条 （略） 

2・3 （略）  

4 機構は、次に掲げる日は、預託新株予約権付社

債券の新株予約権の行使の取次ぎの受付を停止

する。 

(1） （略）  

(2) 新株予約権の行使期間満了日の前営業日以

降の日。ただし、新株予約権の行使期間満了日

が償還期日にあたる場合は、新株予約権の行使

期間満了日の 2営業日前の日以降の日 

(3)・(4) （略） 

5 （略） 

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使の取次ぎ） 

第 83 条 （略） 

2・3 （略） 

4 機構は、次に掲げる日は、預託新株予約権付社

債券の新株予約権の行使の取次ぎの受付を停止

する。 

(1) （略） 

(2) 新株予約権の行使期間満了日の前営業日以

降の日 

 

 

(3)・(4) （略） 

5 (略)  

  

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使の取次ぎ） 

第 83 条の 2 参加者は、顧客から規程第 92 条の 2

第1項の規定に基づいて新株予約権の行使の申出

を受けた場合は、顧客口座簿の記載又は記録を確

認のうえ、速やかに機構に取り次がなければなら

ない。 

2 前条第 2 項から第 5 項までの規定は、前項の規

定に基づき参加者が新株予約権の行使を取り次

ぐ場合について準用する。この場合において、同

条第2項及び第4項中「預託新株予約権付社債券」

とあるのは「別途保管新株予約権付社債券」と読

み替えるものとする。 

 

 

（新設） 

  

（株式発行の配分明細データ） 

第 84 条 機構は第 83 条第 3項（前条第 2項におい

て準用する場合を含む。）の規定により会社に新

株予約権付社債券及び新株予約権の行使申出書

等を提出した日から起算して3営業日目の日の正

午までに、会社から規程第 92 条第 4 項において

準用する規程第 40 条第 1 項の通知の内容のデー

（新株発行の配分明細データ） 

第 84 条 機構は前条第 3 項の規定により会社に新

株予約権付社債券及び新株予約権の行使申出書

等を提出した日から起算して3営業日目の日の正

午までに、会社から規程第 92 条第 4 項において

準用する規程第 40 条第 1 項の通知の内容のデー

タ（以下「株式発行通知データ」という。）の通



 

タ（以下「株式発行通知データ」という。）の通

知を、コンピュータ・システムからデータをファ

イル伝送する方式のうち機構が適当と認める方

法により受けるものとする。 

2 （略） 

知を、コンピュータ・システムからデータをファ

イル伝送する方式のうち機構が適当と認める方

法により受けるものとする。 

 

2 （略） 

  

（実質株主票） 

第 85 条 規程第 92 条第 4項（規程第 92 条の 2第 3

項において準用する場合を含む。）において準用

する規程第 83 条第 2 項に規定する届出は、実質

株主票により行うものとする。 

2・3 （略） 

（実質株主票） 

第 85条 規程第 92条第 4項において準用する規程

第 83 条第 2 項に規定する届出は、実質株主票に

より行うものとする。 

 

2・3 （略） 

  

（実質株主の申出に関する帳簿の記載事項又は記

録事項） 

第 86 条 規程第 92 条第 4項（規程第 92 条の 2第 3

項において準用する場合を含む。）において準用

する規程第 86 条第 1 項第 4 号に規定する規則で

定める実質株主の申出に関する帳簿の記載事項

又は記録事項は、次に掲げる事項とする。 

(1)～(5) (略) 

（実質株主の申出に関する帳簿の記載事項又は記

録事項） 

第 86条 規程第 92条第 4項において準用する規程

第 86 条第 1 項第 4 号に規定する規則で定める実

質株主の申出に関する帳簿の記載事項又は記録

事項は、次に掲げる事項とする。 

 

 (1)～(5) (略) 

  

（預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎ）

第 87 条 参加者は、顧客から預託新株予約権付社

債券について規程第 92 条第 1 項に規定する新株

予約権の行使を行うことにより生じる単元未満

株式の買取請求を受けた場合、又は参加者自己分

の預託新株予約権付社債券について同条に規定

する新株予約権の行使を行うことにより生じる

単元未満株式の買取請求を行う場合は、その旨の

申出を、第 83 条第 2 項に規定する機構に対する

申出又は申出の取次ぎと同時に行うことができ

る。 

2 （略） 

（新株予約権の行使により生じる単元未満株式の

買取請求の取次ぎ） 

第 87 条 参加者は、顧客から預託新株予約権付社

債券について規程第 92 条に規定する新株予約権

の行使を行うことにより生じる単元未満株式の

買取請求を受けた場合、又は参加者自己分の預託

新株予約権付社債券について同条に規定する新

株予約権の行使を行うことにより生じる単元未

満株式の買取請求を行う場合は、その旨の申出

を、第 83 条第 2 項に規定する機構に対する申出

又は申出の取次ぎと同時に行うことができる。 

 

2 (略)  

  

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使により生じる単元未満株式の買取請求の取

次ぎ） 

第 87 条の 2 参加者は、顧客から別途保管新株予約

 

 

 

（新設） 



 

権付社債券について規程第 92 条の 2 第 2 項に規

定する新株予約権の行使を行うことにより生じ

る単元未満株式の買取請求を受けた場合、又は参

加者自己分の別途保管新株予約権付社債券につ

いて同条に規定する新株予約権の行使を行うこ

とにより生じる単元未満株式の買取請求を行う

場合は、その旨の申出を、第 83 条の 2 第 2 項に

おいて準用する第 83 条第 2 項に規定する機構に

対する申出又は申出の取次ぎと同時に行うこと

ができる。 

2 前項の場合において、参加者は、機構に対し新

株予約権の行使申出書等に併せて、第 62 条第 2

項に規定する単元未満買取請求書を機構に提出

しなければならない。 

  

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第 88 条 機構は、参加者から第 87 条第 2項又は前

条第2項に規定する単元未満株式買取請求書の提

出を受けた場合は、第 83 条第 2 項（第 83 条の 2

第 2 項において準用する場合を含む。）に規定す

る新株予約権の行使申出書等と併せて第 83 条第

3項（第 83 条の 2第 2項において準用する場合を

含む。）に規定する日に当該単元未満株式買取請

求書を会社に提出するものとする。 

2 機構は、次の各号に掲げる場合は、原則として

当該各号に定める期間につき、第 87 条第 1 項又

は前条第1項に規定する単元未満株式の買取請求

の取次ぎの受付を停止する。 

3 （略） 

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第 88 条 機構は、参加者から前条第 2 項に規定す

る単元未満株式買取請求書の提出を受けた場合

は，第 83 条第 2 項に規定する新株予約権の行使

申出書等と併せて同条第3項に規定する日に当該

単元未満株式買取請求書を会社に提出するもの

とする。 

 

 

2 機構は、次の各号に掲げる場合は、原則として

当該各号に定める期間につき、前条第 1項に規定

する単元未満株式の買取請求の取次ぎの受付を

停止する。 

3 （略） 

  

附   則 

この改正規定は、平成 年 月 日から施行す

る。 

 

  

 
 



新株・金庫株兼用 
 

新株予約権行使請求書(兼)転換請求書(証券保管振替制度用) 
 
 

 
発行会社名                          御中 

 

  受付場所会社名                        御中 

                    請求人：証券保管振替機構 

下記の申出により、転換社債型新株予約権付社債券又は転換社債券について株券等の保管及び振替に関する法律第 22 条第
1項第 2号の規定に基づき、新株予約権の行使又は転換を請求します。なお、本請求により発行され、又は会社から移転さ
れる株式に係る株券については不所持申出を行います。ただし、株券不所持制度を採用されていない発行会社については、
株券の送付を申し受けます。 

 

新株予約権行使請求申出書(兼) 転換請求申出書 

証券保管振替機構 御中                                平成  年  月  日 

（申出人） 

下記の転換社債型新株予約権付社債券又は転換社債券について、本請求により発行され、又は会社から移転される

株式に係る株券を機構に預託することを承諾のうえ、株券等の保管及び振替に関する法律第 22 条第 1 項第 2 号の

規定に基づき、新株予約権の行使請求又は転換請求を申し出ます。ただし、機構に提出するべき転換社債型新株予

約権付社債券又は転換社債券を既に機構に預託のうえ混蔵保管されている場合は、私が新株予約権の行使請求又は

転換請求の申出を行った以後、新株予約権の行使請求又は転換請求のために、当該請求に係る転換社債型新株予約

権付社債券又は転換社債券を混蔵保管から離脱させたうえで、機構は私のために当該社債券を保管し、新株予約権

の行使請求又は転換請求に必要な措置をとってください。 

 

なお、単元未満株式又は端株が生じた場合は買取請求を              

 
 

郵便番号          -           （電話番号     -     -      ） 

住  所 

  
  

氏  名 
 

 

（いずれかに○印）↓ 

 

社 債 名    第   回   号
物上担保付 

無担保 
転換社債型新株予約権付社債 

転換社債 

額 面 金 額  万円 

券   種 万円券 枚   数 枚

  

（参加者記入欄） 

銘柄コード（９桁）           実質株主票  

参 加 者 名   行使請求・転換請求取次票  
参 加 者 コ ー ド   単元未満株式買取請求書  
実質株主管理番号            調整金支払請求書  

 
（受付場所使用欄） 

交 付 株 券 発 行 株 式 数 株

券種 記号 番号 枚数 不所持株数 株

   枚

内 

訳 登録株数 株

行使・転換価格 円 端数償還金 円 補正額 円 交付額 円

  新株予約権行使請求・転換請求受付日付 

 

捨印 

機構受付印 

注：裏面のご注意をご参照のうえ、太わくの中をご記入、ご捺印ください。 

買 取 株 式 数 株 

CD

印 

□ 希望します。  
□ 希望しません。 

←（いずれかに○印） 

(代理人) 
□新規実質株主 □現在実質株主 印 

参考 3 



(全株懇標準様式) 

（ご注意） 

 

1. 発行回号ごとにそれぞれ別の申出書をご使用ください。 

2. 現在発行会社の実質株主の方（現在実質株主）は、実質株主票へのお届印をご使用ください。
新規に実質株主となる方（新規実質株主）は、実質株主票を添付してください。 

3. 新株予約権の行使又は転換により生じる単元未満株式については、証券保管振替機構(以下
｢機構｣という)への預託又は買取請求の意思を明示し、買取請求を希望する場合には別に「単

元未満株式買取請求書」(機構用)を併せてご提出ください。 

4. 新株予約権の行使又は転換により生じる端株については、保管振替制度でのお取扱いができ
ませんので端株原簿登録又は買取請求の意思表示を明示し、買取請求を希望する場合には別に

｢単元未満株式又は端株買取請求書｣をご提出ください。 

5. 新株予約権行使請求・転換請求取次場所に新株予約権の行使請求・転換請求申出に必要な書
類をご提出になりましたら、新株予約権行使請求・転換請求取次受付票をお受け取りください。 

6. 次の日においては、機構において新株予約権の行使請求・転換請求の申出が受付けられませ
んので、ご注意ください。 

① 利払期日の２営業日前の日 

② 新株予約権の行使期間満了日の前営業日以降の日。ただし、新株予約権の行使期間満了日

が償還期日にあたる場合は、新株予約権の行使期間満了日の 2営業日前の日以降の日。 

③ 発行会社が定める権利確定日等の４営業日前の日から２営業日前の日まで 

④ 株式の併合、分割等のため株券を発行会社に提出する場合において、機構が定めた株券の

預託制限日の前営業日 

7. 新株予約権の行使又は転換の効力は、社債券及び新株予約権の行使請求又は転換請求に要す
る書類等が新株予約権行使請求・転換請求受付場所（新株予約権行使請求・転換請求取次場所

及び機構ではありません。）に到着したときに生じます。 

8. 新株予約権行使請求又は転換請求申出後は取消しできません。 

9. 転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権を付した社債であって、新株予約権の分離譲
渡ができず、社債の発行価格と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を同額とした上で、

新株予約権を行使するときは、必ず社債が償還されて、社債の償還額が新株予約権の行使に際

して払い込むべき金額の払込みに当てられるものを指します。 

 
以上 

 



 

有価証券等の決済条件の照合等に関する規則の一部改正について（案） 

 

１．改正趣旨 

 決済照合システムにおいては既に国債証券の売買に係る照合機能を提供しているが、来年２

月より国債証券のレポ・現先取引に係る照合機能を新たに提供し、加えてこれらの照合済みデ

ータを来春稼働予定の日本国債清算機関に連動し、同機関における債務認定結果、ネッティン

グ結果等の各種データについて決済照合システムのネットワークを利用して清算参加者に配

信するため、所要の改正を行うこととする。 

 

２．改正概要 

（１）日本国債清算機関の位置付け 

   決済照合システムにおける国債証券に係る照合済みデータを日

本国債清算機関に連動し、同機関における債務引受に係る認定結

果、ネッティング結果等の各種データを決済照合システムを通じ

て清算参加者に配信するため、同機関を決済照合システムの利用

者と位置付ける。 

 

（２）日本国債清算機関に係る各種通知データの配信方法 

   日本国債清算機関における債務引受に係る認定結果、ネッティ

ング結果等の各種データの決済照合システムを通じた配信方法を

定義する。 

 

（３）日本国債清算機関に係る各種データの配信終了時間 

   日本国債清算機関における債務引受に係る認定結果、ネッティ

ング結果等の各種データの決済照合システムを通じた配信時間を

午後 10時までとする。 

 

 

（備  考） 

第５条第 1 項第４

号、第７条第１号 

 

 

 

 

 

第 14条 

 

 

 

 

第４条第３号 

 

 

 

 

 

 

３．施行日 

  平成 16年 8月 1日から施行する。 

 

以  上 

別添 3 





 

者が機構の参加者（法第２条第３項に規定す

る参加者をいう。）又は機構の加入者（社債

等の振替に関する法律（平成 13年法律第 75

条）第２条第３項に規定する加入者をいう。）

である場合には、第１号から第３号までに掲

げる事項の届出は要しない。 

（１）～（５） （略） 

２ （略） 

 

(決済照合の方法) 

第 13条 （略） 

２ 機構は、利用者から決済指図データを受信

した場合には、当該決済指図データについて

照合を行い、照合結果を利用者（当該決済指

図データにおいて指定された者を含む。）へ

送信するものとする。 

３～５ （略） 

 

(情報の送受信の方法) 

第 14 条 利用者は第３条第３号に規定する情

報の送信を行う場合には、当該情報に係るデ

ータを機構へ送信するものとする。 

２ 機構は利用者から前項のデータを受信し

た場合には、当該データを利用者（当該デー

タにおいて指定された者を含む。）へ送信す

るものとする。 

 

（データの送受信の方法） 

第 15 条 利用者は、次の各号に掲げる方法に

より、決済照合システムを利用することがで

きる。 

（１）・（２） （略） 

（３）統合Ｗｅｂ端末からの入出力によるデー

タの送受信 

 

 

(回線接続による計算会社とのデータの送受信)

第 16条 （略） 

者が参加者である場合には、第１号から第３

号までに掲げる事項の届出は要しない。 

 

 

 

 

（１）～（５） （略） 

２ （略） 

 

(決済照合の方法) 

第 13条 （略） 

２ 機構は、利用者から決済指図データを受信

した場合には、当該決済指図データについて

照合を行い、照合結果を利用者（当該決済指

図データにおいて指定された者を含む。）へ

送信する。 

３～５ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(データの送受信の方法) 

第 14 条 利用者は、次の各号に掲げる方法に

より、決済照合システムを利用することがで

きる。 

（１）・（２） （略） 

（３）利用者が設置する利用者用の端末装置(以

下「利用者端末」という。)からの入出力

によるデータの送受信 

 

(回線接続による計算会社とのデータの送受信)

第 15条 （略） 



 

(手数料) 

第 17条 （略） 

(手数料) 

第 16条 （略） 

２ 前項の規定により、利用者が機構に納入す

る手数料は、以下に掲げるものの合計額とす

る。 

（１） （略） 

（２）約定照合手数料（第３条第３号に掲げる

業務に関する手数料を含む。） 

（３） （略） 

（４）統合Ｗｅｂ端末利用料金 

３ （略） 

 

(回線接続に係る費用負担) 

第 18条 （略） 

 

(各種テストへの協力) 

第 19条 （略） 

 

(遵守義務) 

第 20条 （略） 

 

(免責) 

第 21 条 機構は、利用者が、統合Ｗｅｂ端末

からの入出力、オンラインリアルタイム処理

方式若しくはファイル伝送処理方式又はそ

の他の方法による機構と利用者との間のデ

ータの送受信により有価証券等の決済条件

の照合等に関する業務を処理したことによ

って被った損害及び決済照合システムの障

害等により有価証券等の決済条件の照合等

に関する業務の円滑な遂行に支障が生じた

ことによって被った損害について、これを賠

償する責めを負わないものとする。 

 

(必要な措置等) 

第 22条 （略） 

 

 

２ 前項の規定により、利用者が機構に納入す

る手数料は、以下に掲げるものの合計額とす

る。 

（１） （略） 

（２）約定照合手数料（第３条第３号に定める

業務に関する手数料を含む） 

（３） （略） 

（４）利用者端末利用料金 

３ （略） 

 

(回線接続に係る費用負担) 

第 17条 （略） 

 

(各種テストへの協力) 

第 18条 （略） 

 

(遵守義務) 

第 19条 （略） 

 

(免責) 

第 20 条 機構は、利用者が、利用者端末から

の入出力、オンラインリアルタイム処理方式

若しくはファイル伝送処理方式又はその他

の方法による機構と利用者との間のデータ

の送受信により有価証券等の決済条件の照

合等に関する業務を処理したことによって

被った損害及び決済照合システムの障害等

により有価証券等の決済条件の照合等に関

する業務の円滑な遂行に支障が生じたこと

によって被った損害について、これを賠償す

る責めを負わないものとする。 

 

(必要な措置等) 

第 21条 （略） 



 

附  則 

この改正規定は、平成 16 年 8 月１日から施

行する。 

 

 

 




